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令和 6 年 2 月 23 日 

公益財団法人 大阪観光局 

常務理事候補者 募集要項 

 

１ 趣旨 

   当財団は、大阪府、大阪市及び堺市の歴史的、文化的及び経済的特性を活かし、大阪府、大

阪市及び堺市における観光事業の振興並びにコンベンションの誘致及び支援等に関する事業を行う

ことにより、地域経済の活性化を図り、もって、世界に開かれた国際観光都市としての発展に寄与する

とともに、国民の生活、文化及び経済の向上発展並びに国際親善に寄与することを目的とする法人

です。 

   このたび、当財団の役員を選任するにあたり、広く人材を求めるための公募を行います。 

   

２ 募集内容 

役員（常務理事候補者）1 名 

 

３ 職務内容 

（１）理事長の補佐 

（２）業務執行責任者として事業計画の遂行と進捗管理及び財団の経営管理 

（３）観光及び MICE 事業振興にかかる関係先との渉外、調整 

 

４ 募集要件 

（１）応募資格 

ア 大卒以上 

イ 企業・団体の役員等としての組織マネジメントの経験があること 

ウ 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律（平成 18 年法律第 49 号）に 

規定されている「理事、監事及び評議員の欠格事由（第６条第１号イからニまで）」及び一

般社団法人及び一般財団法人に関する法律（平成 18 年法律第 48 号）に規定されてい

る「役員の資格等（第 65 条第 1 項）」に該当しないこと 

 

（２）求める人物像 

   ア 当財団常務理事として事業計画を遂行し、事業目標達成に向けた進捗管理及び適正な予

算執行管理ができる能力を有している方 

イ 大阪の観光及び MICE 事業振興に対する熱意を有している方 

   ウ 企業や関係機関等と円滑な渉外、調整できる能力を有している方 

エ 公益法人役員に相応しい倫理観を有している方 
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５ 就任予定日 

令和 6 年 6 月中下旬開催予定 令和 5 年度事業に係る定時評議員会 

   ※常務理事就任にあたっては、上記評議員会における理事選任の議を経た後、改めて理事会に

おいて常務理事に選任される必要があります。 

 

６ 任期 

   就任予定日から令和 8 年 6 月中下旬開催予定 令和 7 年度事業に係る定時評議員会の終

結の時まで 

※再任されることがあります。 

 

７ 勤務条件 

（１）勤務形態   常勤 

（２）勤務場所   公益財団法人大阪観光局 事務所 

（大阪市中央区南船場 4 丁目 4 番 21 号 TODA BUILDING 心斎橋 5 階） 

（３）勤務時間   役員のため、勤務時間及び休暇等の定めはありません。当財団職員に準じた勤

務とします。（9 時 00 分から 17 時 30 分 但し、12 時 00 分から 13 時 00

分までは休憩時間） 

休日は、土曜、日曜、祝日及び年末年始（12 月 29 日～1 月 3 日） 

 （４）報酬年額   660 万円（月額 55 万円） 

               別途、通勤交通費支給（月 5 万円までは全額、5 万円を超える金額は半額） 

 （５）退職金    なし 

 （６）社会保険   健康保険、厚生年金保険等 

 （７）その他 自然災害時や事故事件等の発生時など業務上必要がある場合には、勤務時間 

にかかわらず勤務いただくことがあります。 

 

8 応募 

（１）応募方法 

     応募希望者は、次の書類を当財団まで郵送（書留郵便）してください。 

ア  履歴書（様式自由） ※連絡可能な電子メールアドレスを必ず記載してください。 

イ  職務経歴書（様式自由） ※会社規模・事業内容・職務実績等を詳細に記載してください。 

ウ  小論文（様式自由）※A4 縦長横書き 2,000 字程度 

     テーマ 「大阪観光局がアジア No.1 の国際観光文化都市を目指す為の提言」 

※当財団の概要、事業内容、決算等の情報は、当財団のホームページに掲載しています。 

       https://octb.osaka-info.jp/disclosure.html  
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（２）応募期間 

  令和 6 年２月 23 日（金）から令和 6 年 3 月 28 日（木）必着 

（３）応募申込先 

    〒542-0081 大阪市中央区南船場 4 丁目 4 番 21 号 TODA BUILDING 心斎橋 5 階 

    公益財団法人 大阪観光局 総務部人事担当宛 

    ※封筒の表に「応募書類在中」と朱書のこと 

 

9 選考方法 

   当財団内に設ける外部有識者を含む役員選考委員会にて役員候補者を選定いたします。 

（１）1 次選考（書類審査） 

 ・履歴書、職務経歴書、小論文により審査します。 

 ※選考通過者に対してのみ結果を電子メールで通知します。 

（２）2 次選考（面接） 

・1 次選考合格者について、面接を行います。 

・面接に必要な交通費については、各自でご負担をお願いいたします。 

 

10 選考結果 

    役員選考委員会において 1 名を常務理事候補者として決定します。 

選考結果については、文書により通知します。 

※電話等による合否の照会には応じません。 

 

11 その他 

（１）応募資格がない場合、また、履歴書や職務経歴書の記載事項に詐称が判明した場合は、採

用を取り消すことがあります。 

（２）応募書類等の個人情報は、採用及び採用後の人事管理のみに使用します。 

（３）応募書類等は返却いたしません。採用選考終了後、当財団の責任で速やかに廃棄処分します。 

（４）応募書類については、選考過程の検証のため大阪市へ提出することがあります。その場合には、

検証終了後直ちに破棄します。 

（５）応募者の個人情報については、当財団及び大阪市において厳重に管理し、選考及び選任後の

人事管理、検証以外の目的で使用することはありません。 

（６）次の内容に同意したうえで応募してください。 

ア  大阪市退職者が役員に採用されたときは、大阪市の監理対象団体における大阪市退職者

の採用等に関する指針を定める規程（以下「退職者指針規程」という。）第３条第７項の

規定による報告として、応募者の個人情報のうち、役員に採用された大阪市退職者にあって

は、その氏名、年齢（当該大阪市退職者の役員としての任期の途中に退職者指針規程第
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５条第１項の規定（同条第３項の規定により読み替えて適用される場合を含む。）による

期限が到来する場合に限る。）、大阪市を退職した時の所属及び補職並びに選考過程にお

ける評価に関する情報が、当該大阪市退職者以外の応募者にあっては、選考過程における

評価に関する情報を特定の個人が識別されないよう加工したものが、それぞれ大阪市に提供

されること。 

   

イ 大阪市に提供されたア記載の情報は、大阪市外郭団体等への関与及び監理事項等に関する

条例施行要綱（以下「条例施行要綱」という。）第 11 条第１号の規定に基づき大阪市に

より公表されるとともに、退職者指針規程第３条第８項の規定に基づき大阪市外郭団体評

価委員会に提供され、同委員会において自団体における大阪市退職者に関する大阪市と自

団体との関係の適正性を確保するために必要があると認めるときは、その内容について調査審

議されること。 

   

ウ ア記載の情報のほか、大阪市退職者が役員に採用された場合において大阪市が当該大阪市

退職者に関する大阪市と自団体との関係の適正性を確保するために必要があると認めるときは、

退職者指針規程第８条第４項の規定に基づき、応募者の個人情報である応募書類その他

の応募に関する情報及び選考書類その他の選考に関する情報（以下「応募･選考情報」とい

う。）が大阪市に提供され、大阪市外郭団体評価委員会において退職者指針規程第３条

第８項の規定による調査審議の一環としての検証に利用されること。 

   

エ 大阪市に提供された応募･選考情報のうち役員に採用された大阪市退職者に関するものにつ

いては、条例施行要綱第 11 条第１号の規定に基づき大阪市により公表されること。 

   

オ 大阪市に提供された応募･選考情報のうち役員に採用された大阪市退職者以外の応募者に

関するもの（特定の個人が識別されるもの及び特定の個人を識別することはできないが個人の

権利利益を害するおそれがあるものを除く。）については、大阪市が自団体における大阪市退

職者に関する大阪市と自団体との関係の透明性を確保するために必要と認めるときは、条例

施行要綱第 11 条第２号の規定に基づき大阪市により公表されること。 

 

12 問い合わせ先 

〒542-0081 大阪市中央区南船場 4 丁目 4 番 21 号 TODA BUILDING 心斎橋 5 階 

   公益財団法人 大阪観光局 総務部人事担当宛 

   電話（06）6282－5906 平日 9 時 00 分~17 時 30 分 

    


